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○議長（吉田敏郎） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

４年開成町議会３月定例会議第３日目の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用

と着座での発言を許可しております。 

それでは、早速日程に入ります。 

日程第１ 議案第１０号 令和３年度開成町一般会計補正予算（第１０号）を議

題とします。 

予算書の説明を順次、担当課長に求めます。 

企画総務部長兼財務課長。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

それでは、議案第１０号 令和３年度開成町一般会計補正予算（第１０号）につ

いて御説明させていただきます。 

３ページを御覧いただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算補正になります。

歳入、１０款地方交付税から２１款町債まで、合わせて７款になります。 

４ページを御覧いただきたいと思います。歳出、２款総務費から１３款予備費ま

で、合わせて９款につきまして、総額１億６，９６８万２，０００円を増額補正し、

合計額は８２億６，７０９万３，０００円とするものでございます。 

５ページを御覧いただきたいと思います。第２表、繰越明許費補正です。追加に

なります。７款土木費、４項都市計画費、事業名、駅前通り線周辺地区土地区画整

理事業費、金額１億２，３００万円。 

２番として変更になります。３款民生費、２項児童福祉費、事業名、放課後児童

対策事業費、補正前１億４，６３０万８，０００円、補正後１億４，５５０万４，

０００円となります。 

第３表、地方債補正になります。変更となります。起債の目的、常備消防事業債、

補正前８００万円、補正後は０でございます。 

関連しまして、最終の１９ページになります。「地方債の前々年度末及び前年度

末における現在高、並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書」を掲載

してございます。御参照いただければと思います。 

それでは、補正予算の詳細を歳入歳出事項別明細書により御説明させていただき

ます。 

９ページを御覧いただきたいと思います。まず、歳入となります。 

１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税でございます。説明欄、普

通交付税１億９，５３５万１，０００円の増額補正になります。こちらは、国の補

正予算に伴いまして交付税の再算定が行われました。交付税総額が増額されたこと
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に伴いまして、ここで増額補正するものでございます。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

続いて、１２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、２節児童福

祉費負担金、説明欄でございます、子ども・子育て支援給付費保護者負担金現年度

分、６６０万円の減額でございます。０歳から３歳未満の保育所を利用している方

の所得に応じた保護者負担金でございます。新型コロナウイルス感染症による緊急

事態宣言や、まん延防止重点措置期間中に、町からの登園自粛要請を行い自粛いた

だいた日数に応じて保育料の日割還付を行っていること、また現時点で予算現額と

見込額との差が生じているため、ここで減額するものです。 

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、３節児童福祉費負

担金、説明欄、子どものための教育・保育給付費交付金３２９万６，０００円の減

額です。こちらは、民間保育所へ保育給付として支払う委託料と扶助費の歳出を減

額することに伴い、ここで所要額見込みの変更交付申請を行います国の負担額が変

更になるために減額補正するものです。補助率は２分の１です。 

次に、２項国庫補助金、３目民生費国庫補助金、３節子ども・子育て支援交付金、

説明欄、保育対策総合支援事業費補助金、３０万円の減額です。保育所の新型コロ

ナウイルス感染症対策に関する費用の補助率が１０分の１０から２分の１に変更に

なったことによる減額分と、国の令和３年度補正予算の通知を受け、今回、新たに

歳出で補正対応する分の補助金を相殺し減額するものです。補助率は２分の１でご

ざいます。 

９節保育所等整備交付金、説明欄、保育所等整備交付金、８６３万２，０００円

の減額です。町内の民間保育園の増設工事に係る国補助金がここで確定したため、

予算額との差額を減額するものです。補助率は３分の２です。 

１３節保育士等処遇改善臨時特例交付金、説明欄、保育士等処遇改善臨時特例交

付金、１９６万８，０００円。令和３年１１月の閣議決定により、新型コロナウイ

ルス感染症への対応と少子化への対応が重なる最前線で働く保育士と放課後児童支

援員について、令和４年２月から前倒しで賃金の引上げを実施することとされまし

た。１２月に要綱が示され、国・県との調整が整いましたので補正予算を計上する

ものです。交付率は１０分の１０です。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

６目土木費国庫補助金、１節道路橋りょう費補助金、説明欄、社会資本整備総合

交付金５２７万６，０００円の減額でございます。こちらは、交付金が確定したこ

とによる減額でございます。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、７目教育費国庫補助金、４節公立学校費補助金、説明欄、公立学校

情報機器整備費補助金、２１万４，０００円、次が学校保健特別対策事業費補助金、

２４７万５，０００円になります。この補助金につきましては、共に国の令和３年

度補正予算において措置されるもので、１つ目の公立学校情報機器整備費補助金に
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つきましては、１人１台端末環境による教育活動が展開される中、その円滑な運用

を支え、子供の学びを保障するための運用面の支援に対するさらなる強化として安

定的な支援基盤の構築を目的に交付され、令和３年度予算、校務用パソコン管理費

事業の情報機器の保守業務に充当いたします。 

また、学校保健特別対策事業費補助金につきましては、同じく新型コロナウイル

ス感染症の影響が長期化する中で感染症対策等に万全を期し、引き続き児童・生徒

が安心して学ぶことができる環境を整備していくことの重要性から、学校規模に応

じた一定額が補助されるもので、児童・生徒の学びのために必要な経費として、小

学校においては児童数５０１人以上の両小学校に各９０万円、生徒数３０１から５

００人の中学校には６７万５，０００円の計２４７万５，０００円を補助上限額と

して交付され、補助率は２分の１となります。使途につきましては、歳出側で説明

をいたします。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

次のページ、１０ページを御覧ください。１５款県支出金、１項県負担金、１目

民生費県負担金、３節児童福祉費負担金、説明欄、子どものための教育・保育給付

費交付金、２３４万２，０００円の減額です。こちらは、保育所へ支払う委託料と

扶助費の歳出を減額することに伴い、所要見込みの変更交付申請により県の負担額

が変更になるための減額補正でございます。補助率は４分の１です。 

○町民福祉部参事（渡邊雅彦） 

続きまして、２項県補助金、２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金、説明

欄、障害者地域生活支援関連事業費補助金、５０万円の増額補正でございます。歳

出で御説明いたします市町村障害者福祉事業推進補助金に充てられるものでござい

ます。補助率は１０分の１０となります。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

続いて、３節児童福祉費補助金、説明欄、安心子ども交付金事業費補助金１９１

万５，０００円の減額です。町内保育所の外壁改修工事の期間が令和４年度にずれ

込むことにより、当初見込んでおりました歳出の減額に伴い令和３年度分の県補助

金の減額をするものです。補助率は２分の１です。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、６目教育費県補助金、２節幼稚園費補助金、教育支援体制整備事業

費交付金２５万円でございます。こちらも国の補正予算にて措置されるもので、新

型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、幼稚園における必要な感染症対

策等を行い子どもの健やかな学びを保障することを目的に、幼稚園の感染症対策に

必要となる保健衛生用品等の購入を対象に、定員６０人以上の１園当たり交付基準

額上限５０万円に補助率２分の１を乗じた２５万円が交付されるものです。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして、１７款寄附金、１項寄附金、４目商工費寄附金、１節商工観光費寄

附金、説明欄、あしがり郷瀬戸屋敷維持管理事業寄附金、２７万９，０００円です。
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瀬戸屋敷の維持管理の目的で設置されております募金箱に入っています募金額が確

定したものです。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、９目教育費寄附金、１節教育総務費寄附金、教育振興事業寄附金２

万９，０００円です。教育振興にとの趣旨から、篤志家の方から寄附金３万円にな

ってございます。 

続きまして、２０款諸収入、３項貸付金元利収入、２目育英奨学貸付金元利収入、

１節育英奨学貸付金元利収入、育英奨学貸付金元利収入、３０万円でございます。

令和３年度におきまして貸付け対象者７名からの償還が想定よりも多かったため、

当初との差額３０万円を増額するものでございます。 

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして、４項雑入、１目雑入、２節総務費雑入、説明欄、公益財団法人神奈

川県市町村振興協会市町村交付金、４５６万円の増です。ここで市町村振興協会か

らの交付額が確定したことに伴い補正するものです。増額の要因は、交付金の算定

基礎である人口の増加と神奈川県での販売実績の増となっております。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

同じく、その下、８節消防費雑入、消防団員退職報償金１１万７，０００円でご

ざいます。退職する消防団員が確定したことに伴い、消防団公務災害補償等共済基

金からの退職報償金として１１万７，０００円、増額するものでございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、２１款町債になります。６款消防費、１節常備消防債でございます。

こちらは、起債を当初予算に計上させていただきましたが、歳出にあります常備消

防事務委託料が減となったため取りやめるものでございます。 

続いて、歳出になります。１２ページを御覧いただきたいと思います。 

○総務課長（中戸川進二） 

それでは、歳出、１２ページでございます。２款総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費、説明欄、総務事務費、例規集システム更新業務委託料４８万７，００

０円の増額でございます。こちらは、本町の条例を電子媒体として管理している例

規集システムの更新委託料について増額するものです。本委託業務は条例改正等の

本数に応じて委託料を支払うもので、当初見込みに対し３４本増の更新により年度

累計が１０４本となる見込みであるため、当該経費について増額するものです。な

お、更新本数が多くなった理由といたしましては、押印の見直しや部制の廃止によ

る影響と捉えてございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

４目財産管理費、２４節積立金、説明欄、公共施設整備基金積立金７，０００万

円の増でございます。こちらは、今後の公共施設、町民センターの改修工事等の整

備に備えていきたいと考えてございます。 

○子育て健康課長（田中美津子） 
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１２目諸費、説明欄、過年度分精算金、地域子ども・子育て支援事業費国庫補助

金精算金１５万８，０００円。令和２年度分の子ども・子育て支援法で定める１１

事業に対し、既に受け入れた国補助金額と実績により確定した差額を返還するため

歳出側で計上するものでございます。 

○税務課長（高橋靖恵） 

続きまして、２項徴税費、１目税務総務費、１２節委託料、説明欄、固定資産土

地評価業務委託料２１３万１，０００円の減額でございます。こちらは、令和６年

度の評価替えに向けた固定資産土地評価業務委託の入札に伴う落札差金による減額

でございます。 

○町民福祉部参事（渡邊雅彦） 

続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２７節繰出金、

説明欄、介護保険事業特別会計繰出金１４４万４，０００円の増額補正となります。

介護保険事業特別会計に対する繰出金で、介護保険事業において法律で定められた

負担率に基づいて町が負担すべき経費となります。今回は、保険給付費の増額分と

なります。 

続きまして、５目障害者福祉費、１８節負担金、補助及び交付金、説明欄、市町

村障害者福祉事業推進補助金５０万円の増額補正でございます。市町村障害福祉事

業推進補助金事業におきまして、町内でグループホームを開設及び運営する事業者

がグループホームを新規開設するに当たりまして必要となります設備・備品につき

まして、実施要綱に定める補助基準額を交付するものでございます。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、説明欄、放課後児童対策事業費、２００

万１，０００円の減額です。開成南小学校区新設学童保育所の事業運営に必要な記

載の備品について、令和３年度当初予算で計上しておりましたが、購入時期が令和

４年度になるため本年度予算を減額するものです。 

下から２段目の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金２０万３，００

０円増額です。歳入側で説明いたしました放課後児童クラブで働く放課後児童支援

員の処遇改善について、令和４年２月と３月の２か月分について、合計１４名分の

処遇改善費用を計上するものでございます。 

次に、２目児童措置費、説明欄、民間保育所等運営支援事業費、２，８９１万８，

０００円の減額です。 

次のページを御覧ください。保育所入所児童委託料、１，５００万円の減額、一

番下の段の扶助費４００万円の減額です。こちらは、保育所等への保育給付費とし

て委託料と扶助費から支出しておりますが、予算額と直近の支出想定額との差額を

減額補正するものでございます。 

民間保育所整備費補助金１，２５８万５，０００円の減額です。保育園園舎増築

工事について、補助金範囲の工事総額が決定したことにより執行残額を減額するも

のと、既存保育園外壁改修工事について、令和４年度までの継続工事となるため令
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和３年度予算額と執行額の差額をここで減額するもので、２つを合わせた合計金額

となります。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策補助金９０万円。保育現場でコロナ感染症

対策に必要な物品、また人件費等に充てる国の令和３年度補正予算補助金を活用し

て実施するものです。コロナ対策のため発生した残業代など人件費経費と消耗品、

３園分を計上しております。 

次の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金１７６万７，０００円の増額です。歳

入、及び先ほど説明いたしました放課後児童支援員と同様、保育所で働く保育士の

処遇改善について、令和４年２月、３月の２か月分について、町内３園１分園の４

か所の保育所で働く保育士の処遇改善費用を計上するものでございます。常勤・非

常勤保育士が対象で、換算、１人１か月当たり９，０００円程度の国の要綱に基づ

いた積算をしております。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、説明欄、こちらは

新型コロナウイルス感染防止の観点から開催を見送りをいたしました環境フェア実

行委員会補助金の１１０万円の減でございます。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして、６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、１２節委託料、説明欄、

プレミアム付商品券事業運営委託料、１１６万４，０００円の減額です。こちらに

つきましては、商品券の運営委託において、商品券の申込み者数の減少により郵送

代、印刷費等が減額したものです。 

続いて、１８節負担金、補助及び交付金、説明欄、プレミアム付商品券換金業務

補助金、２３２万７，０００円の減額です。こちらにつきましては、商品券の利用

実績による減額でございます。 

続きまして、３目観光費、２４節積立金、説明欄、あしがり郷瀬戸屋敷運営事業

費、２８万円です。こちらにつきましては、歳入で説明しましたあしがり郷瀬戸屋

敷維持管理業務事業の寄附金を、あしがり郷瀬戸屋敷基金に積み立てるものでござ

います。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

続いて、７款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路維持費です。説明欄、町道

維持管理事業費、町道維持補修工事費３２０万円の減額でございます。こちらは、

入札における落札差金による減額でございます。 

続いて、３目橋りょう整備費です。説明欄、橋りょう維持管理事業費、十文字橋

等橋りょう補修詳細設計委託料３５万３，０００円の減額、橋梁点検・台帳整備業

務委託料１１６万３，０００円の減額、そして橋りょう補修工事費２５９万６，０

００円の減額でございます。こちらの３件、共に入札における落札差金等による減

額でございます。 

続いて、３項河川費、１目河川維持費です。説明欄、水路整備事業費、水路測量
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業務委託料１８６万４，０００円の減額でございます。こちらも入札における落札

差金による減額でございます。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして、次のページ、１６ページになります。８款１項消防費、１目常備消

防費、説明欄、常備消防事務委託料、１，５３４万６，０００円の減額でございま

す。こちらにつきましては、小田原市広域消防事業特別会計の決算額が確定したこ

とによりまして減額するものでございます。 

財源内訳の特定財源、地方債８００万円の減額につきましては、小田原市消防本

部の山北出張所建設事業に係る起債でございましたが、県との協議の結果、交付税

措置のある有利なメニューの活用ができなくなったため全額減額するものでござい

ます。一般財源分の主な要因としましては、消防職員の時間外手当や期末手当の減

額による人件費等の余剰額によるものでございます。今年度、第４期分で調整いた

します。 

続きまして、その下の２目非常備消防費、説明欄、消防団等活動推進事業費の報

償費、１１万７，０００円の増でございます。先ほどの歳入でも御説明させていた

だきました消防団員退職報償金について、退職する消防団員が確定したことに伴い

増額するものでございます。 

以上です。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費でございます。１つ目、

育英奨学金関係費、積立金、３０万円でございます。令和３年度の償還金につきま

して、当初額から３０万円を増額して育英奨学基金に積み立てるものでございます。

積み立て後の育英奨学基金の現在高は２，３３６万４，０００円となります。 

次に、教育振興基金積立金２万９，０００円です。教育振興を目的とした寄附金

につきまして、教育振興基金に積み立てます。積み立て後の教育振興基金の残高は

１２２万円となります。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費３３９万８，０００円で

す。歳入で御説明いたしました、国の補正予算における学校保健特別対策事業費補

助金に係る幼稚園、小・中学校の要望に基づく消耗品や備品等の購入費となります。

１園３校の事業費の上限は、幼稚園５０万円、小学校各１８０万円、中学校１３５

万円となり、これらを合算した計５４５万円が事業費となります。 

使途の内訳につきましては、アルコールや飛沫防止パネル、給食時のゴム手袋等

の消耗品費の合計２３７万３，０００円、備品購入費といたしまして書画カメラ、

熱交換式温風機、黒板、石油ストーブの計１０２万５，０００円。補助金の算定基

準日以降に実施した令和３年度におきまして執行しております学校施設除菌作業委

託料、７６日分の経費、各校それぞれ６８万４，０００円の３校分、２０５万２，

０００円の計５４５万円となります。 

次のページをお願いいたします。開成小学校・開成南小学校・文命中学校費、学
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校管理費の財源更正になります。こちらにつきましては、今、御説明申し上げまし

た補助金の使途の中で、学校施設除菌作業委託料、各校６８万４，０００円に対し

まして、補助率２分の１を乗じた３４万２，０００円を各校とも一般財源から国、

県支出金に財源更正するものでございます。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

一番下の表、６項社会教育費、１目社会教育総務費、説明欄、社会教育総務費、

土曜学校推進事業費、６９万６，０００円の減でございます。令和３年度、ほかの

行事と調整しながら年間を通して土曜学校、通称あじさい塾の講座を予定していま

したが、全て実施できませんでしたので全額を減額補正するものです。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、１１款諸支出金、２項基金費、１目財政調整基金費、２４節積立金、

説明欄、財政調整基金積立金です。こちらは、今回１億５，０００万円を積立金と

して増額補正するものでございます。 

１３款予備費になります。今回の補正による歳入歳出差し引きの差額５８２万８，

０００円を予備費で調整いたします。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。質疑ございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

質疑がないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第１０号 令和３年度開成町一般会計補正予算（第１０号）、原案に賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れは、

ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第２ 議案第１１号 令和３年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

それでは、国民健康保険特別会計予算、第３号補正予算、議案第１１号の説明を

させていただきます。 

今回の補正は、主に保険給付費の増により、その支払いに対応するための補正と
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なります。 

それでは、３ページ、第１表をお開きください。歳入歳出予算補正。歳入、３款

県支出金と５款繰入金。次のページ、歳出は、２款保険給付費、７款諸支出金、８

款予備費まで。補正額の合計は、歳入歳出とも５，８９６万６，０００円の増額補

正となります。 

詳細を説明いたします。８ページを御覧ください。２、歳入になります。 

３款県支出金、１目保険給付費等交付金、説明欄、保険給付費等交付金、７，０

９６万６，０００円の増額となります。こちらは、歳出で保険給付費等を増額補正

することにより、関連する交付金について増額補正するものです。 

続きまして、５款繰入金、１目国民健康保険財政調整基金繰入金１，２００万円

の減額になります。こちらは、決算見込みの状況から基金取崩しを取りやめるため

減額するものでございます。 

続きまして、歳出になります。２款保険給付費、１目一般被保険者療養給付費、

説明欄、一般被保険者療養給付費５，５１１万６，０００円の増額。その下、５目

審査支払手数料、説明欄、診療報酬審査支払手数料３７万円の増額。こちら、給付

費及び審査支払手数料の増については、１月請求分まで当初の見込みどおり推移し

ていた給付費が２月請求分で急激に給付費が増加したことにより、増額補正するも

のでございます。 

続きまして、２款保険給付費、１目一般被保険者高額療養費、説明欄、一般被保

険者高額療養費１，５４８万円の増額。こちらも先ほどの給付費と同様、高額療養

費についても増額補正するものでございます。 

７款諸支出金、１目財政調整基金費１，１９９万９，０００円の増額でございま

す。こちらは、国民健康保険財政調整基金への積み立てとなります。決算見込みに

より基金への積み立て可能と見込まれる額から当初予算１，０００円をマイナスし

た額を補正するものでございます。 

８款予備費、こちらは、歳入歳出を調整するものでございます。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番議員、前田せつよでございます。 

目、審査支払手数料、ページは９ページですけれども、役務費の審査支払手数料

について、今、御説明いただいたわけでございますが、３７万円ということで、１

月は予定どおりに推移していたのだけれども、２月になって急激に増額したという

ことの御説明があったわけですが、その要因というのはどのようなことで、また、

１月、しっかりこちらが見込んだ額で進まれていたということは、日頃の成果では

なかろうかとは思いますが、２月の急激な増額についての御説明をいただければと
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存じます。 

○議長（吉田敏郎） 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

こちらは、２月の請求ということなのですけれども、恐らく、こちらは推測とは

なりますけれども、コロナの影響等で手術等を控えていた方が手術したのではない

かと思われるもので、心臓手術の関係が増えているようでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第１１号 令和３年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、原案

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し

忘れは、ございませんね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第３ 議案第１２号 令和３年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

予算書の説明を担当参事に求めます。 

町民福祉部参事。 

○町民福祉部参事（渡邊雅彦） 

それでは、議案第１２号 令和３年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）を御説明いたします。 

それでは、予算書３ページ目を御覧いただければと思います。第１表、歳入歳出

予算補正でございます。歳入につきましては、３款国庫支出金から７款繰入金まで。

次のページの歳出、御覧いただければと思います。２款保険給付費から７款予備費

まで。補正額は歳入歳出とも８３５万５，０００円の増額でございます。合計とい

たしまして、歳入歳出とも１２億７，５９４万１，０００円となります。 

今回の補正の内容でございますが、歳出側は当初見込額よりも利用者数等が伸び

たことによる保険給付費と地域支援事業費の増額補正、それから介護給付費等の伸

びに対する介護保険財政調整基金積立金の増額を行うものでございます。歳入側で

は、歳出側の保険給付費等の増額補正に伴う法定分の国庫支出金などの増額補正と
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なります。 

それでは、詳細を御説明いたします。８ページを御覧いただければと思います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書、２の歳入となります。まず、３款国庫支出金、

１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、説明欄、現年度分介護給付費負担金、２

１８万円の増額補正でございます。こちらは、歳出側の保険給付費の各科目を増額

補正することに伴い、法定分の国庫支出金を増額するものでございます。 

続きまして、２項国庫補助金、２目地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業）、説明欄、現年度分地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業）、１６万６，０００円の増額補正でございます。こちらは、総合事業

対象者、それから要支援１、２の認定者の方の介護予防生活支援サービス事業費に

ついて、利用者の方が増えたため増額補正をすることに伴い、法定分の国庫支出金

を増額するものでございます。 

続きまして、４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、説明欄、現年度

分介護給付費交付金、２９４万２，０００円の増額補正でございます。こちらは、

歳出側の保険給付費の各科目を増額補正することに伴い、法定分の支払基金交付金

を増額するものでございます。 

続きまして、２目地域支援事業費支援交付金、現年度分地域支援事業費支援交付

金、１７万９，０００円の増額補正となります。こちらは、介護予防生活支援サー

ビス事業費について、利用者が増えたため増額補正をすることに伴い、法定分の支

払基金交付金を増額するものでございます。 

続きまして、５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、説明欄、現

年度分介護給付費負担金、１３６万１，０００円の増額補正でございます。こちら

は、歳出側の保険給付費の各科目を増額補正することに伴い、法定分の県支出金を

増額するものでございます。 

続きまして、２目地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

説明欄、現年度分地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、８

万３，０００円の増額補正です。こちらは、介護予防生活支援サービス事業費につ

いて、利用者が増えたため増額補正することに伴い、法定分の県支出金を増額する

ものでございます。 

次のページ、御覧ください。７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費

繰入金、説明欄、現年度分介護給付費繰入金１３６万１，０００円の増額補正です。

こちらは、歳出側の保険給付費を増額補正することに伴い、法定分の一般会計繰入

金を増額するものでございます。 

続きまして、３款地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

説明欄、現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、８

万３，０００円の増額補正です。こちらは、介護予防生活支援サービス事業費につ

いて、利用者が増えたため増額補正することに伴い、法定分の一般会計繰入金を増

額するものでございます。 
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それでは、次のページを御覧ください。歳出でございます。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、説明

欄、居宅介護サービス給付費４００万円の増額補正です。全体的に利用者が増えて

おりますが、特に訪問介護の伸びが大きくなっております。 

続きまして、６目居宅介護住宅改修費、説明欄、居宅介護住宅改修費２５万円の

増額補正でございます。当初予算に比べ、利用者数の増加に伴うものでございます。 

続きまして、７目居宅介護サービス計画給付費、説明欄、居宅介護サービス計画

給付費９５万円の増額補正でございます。当初見込みよりも利用者数が増加したこ

とによるものでございます。 

続きまして、９目地域密着型介護サービス給付費、説明欄、地域密着型介護サー

ビス給付費、４２０万円の増額補正です。当初見込みよりも、こちらも利用者数が

増加したことによるものでございます。 

続きまして、３項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、説明欄、高

額介護サービス費、１５０万円の増額補正でございます。こちらも、当初見込みよ

りも利用者数が増加しているものでございます。 

続きまして、１ページ進んでいただきまして、３款地域支援事業費、１項介護予

防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費、説明欄、

介護予防・生活支援サービス事業費６６万５，０００円の増額補正でございます。

当初見込みよりも利用者数が増加したことによりますものでございます。 

続きまして、４款１項基金積立金、１目介護保険財政調整基金積立金、説明欄、

介護保険財政調整基金積立金２，９９９万９，０００円の増額補正でございます。

今後の保険給付費及び地域支援事業費の伸びに対応するための増額補正でございま

す。 

最後に、７款予備費につきましては、歳入歳出の差分を予備費で調整するもので

ございます。 

御説明は以上となります。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

質疑がないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいま

すか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第１２号 令和３年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、原案

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し

忘れは。それでは、採決を締め切ります。 
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 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第４ 議案第１３号 令和３年度開成町給食事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

学校教育課長。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

それでは、議案第１３号 令和３年度開成町給食事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明します。 

３ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正、歳入になります。諸

収入、１款でございます。次ページ、４ページをお願いいたします。歳出になりま

す。１款給食事業費になります。歳入歳出ともに３０万５，０００円を増額いたし

まして、合計は１億９万５，０００円となります。 

説明書を御覧ください。８ページ、歳入をお願いいたします。 

１款諸収入、１項給食納付金、１目給食納付金になります。補正額３５万円とな

りまして、合計額は９，８２１万５，０００円となります。主に、開成小学校の増

額となります。 

続いて、歳出です。１款給食事業費、１項給食材料費、２目給食材料費、給食材

料費、３０万５，０００円の増額になります。こちらは歳入歳出ともに説明を一緒

にさせていただきますが、開成小学校におきまして、主に転入による児童等の増加

が生じましたことによりまして歳入歳出ともに食材費の増額が生じましたことから、

実態に合わせて歳入歳出ともに３０万５，０００円を増額するものでございます。 

説明は以上となります。御審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

それでは、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第１３号 令和３年度開成町給食事業特別会計補正予算（第２号）、原案に賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れ

は、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 
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日程第５ 議案第１４号 令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

区画整理担当課長。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

それでは、議案第１４号 令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

３ページを御覧ください。第１表、繰越明許費。２款事業費、１項土地区画整理

事業費、事業名、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費、１億８，９６６万４，

０００円になります。 

当初、事業計画の認可を、４月を予定しておりましたが６月になり、全体的に遅

れが生じました。また、令和３年度の主な事業としましては、減価補償金に伴う用

地の先行取得の費用を計上しております。現在も交渉等を進めておりますが、売買

の承諾をいただいても他の契約があり年度内に支払いが完了できない等の事案も発

生しており、繰越しをして減価補償金に伴う用地の先行取得をするものです。また、

用地の取得に伴う補償調査委託等も併せて繰越しをいたします。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。 

今の説明ですと、４月が６月になったので、ずれ込んだということと、用地の先

行取得が遅れているということでしたので、この１億８，９６６万４，０００円が

ずれ込むということなのですが、そういう考えですと、当初２か月ずれ込んだとい

うことですから、年度が始まってから、そのくらいの間隔で、そこは予定どおりい

くと考えていいのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

区画整理担当課長。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

一応、契約自体、もう少し細かく説明させていただきますと、現在３名の方の予

定をしてございます。うち１名の方につきましては、承諾をいただいてございます。

残り２名の方についても、売却という方向は確認が取れております。あとは詳細の

詰めをしていくということになります。 

ただ、先ほどお話しした中で他の契約というのが、土地なので不動産でいろいろ

制約がございます。そういったところで支払いの時期が若干ずれてくるといったと

ころがございますので、事業認可自体は２か月といった遅れはございますが、全体
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的な事業としましては年度ぐらいを見込んでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございますか。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第１４号 令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号）、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押し

てください。ボタンの押し忘れは、ございませんね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

暫時休憩といたします。再開を１０時１０分といたします。 

午前９時５５分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午前１０時１０分 

○議長（吉田敏郎） 

日程第６ 議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算についてから日程第１

３ 議案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算についてまでを、開成町議

会会議規則第３６条の規定に基づき一括議題といたします。 

町長に令和４年度開成町当初予算趣旨説明を求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

令和４年度開成町当初予算の提案に当たり、町を取り巻く状況の認識と町政運営

に対する所信及び施策の概要を説明いたします。 

内閣府の２月の月例経済報告による我が国の経済情勢は、景気は持ち直しの動き

が続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で一部

弱さが見られ、先行きについては、感染対策に万全を期し経済社会活動を継続して

いく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって景気が持ち直していくと見込

まれております。 

政府は、新型コロナウイルス感染症の対応については、国民を守る医療提供体制

や検査体制の確保、変異株を含めた新たなリスクに対する備えや雇用、事業、生活
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に対する支援を推進するとしています。また、コロナ後の新しい社会を見据え、成

長と分配の好循環による新しい資本主義社会の実現に向け、「科学技術立国の実現」、

地方を活性化し世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障の

推進」を３つの柱とした大胆な投資により、ポストコロナ社会の成長戦略を推進し

経済の成長を図るとしています。 

本町では、令和４年度は第五次開成町総合計画後期基本計画第２期実施計画のス

タートの年となります。将来都市像の実現に向けた施策、事業を着実に実施してい

きます。その中でも、新型コロナウイルス感染症から町民を守ること、脱炭素社会

の実現に向けた取組、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の推進を特に重点的に

取り組むことといたしました。 

一般会計予算の総額は６６億８，１００万円で前年度に比べ７．１％、４億４，

３００万円の増となり、歳入では、町税が３億８３０万８，０００円増の３０億７

１８万４，０００円で対前年度比１１．４％増となり、歳入総額の４５％を占めて

います。人口増等から増収を見込んでいます。内訳としましては、町民税（個人）

は７，２１０万１，０００円増の１１億３，３２４万５，０００円、町民税（法人）

は１億８，２４９万円増の２億５，８７２万円を見込んでいます。 

固定資産税は、みなみ地区をはじめとした市街化区域の宅地化の促進などにより、

３，７４１万４，０００円増の１４億４，４１９万３，０００円です。 

地方交付税は、基準財政収入額に対して令和３年度の町税の実収入額が上回った

ことから令和４年度に精算が生じることとなりますが、交付税と臨時財政対策債の

割合の変更の影響により、特別交付税を加えた地方交付税全体では３億６，８００

万円の交付を見込んでいます。 

国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種に対する財政措置などにより、

５，９９８万８，０００円増の９億３，３３２万９，０００円を見込んでいます。 

繰入金は、財政調整基金の繰入れを含め３つの基金からの繰入れを行います。全

体では１億１，８００万円増の２億２４５万３，０００円としています。 

諸収入は、ゼロカーボンシティ実現に向けた目標設定に係る調査実施に伴う補助

金を見込むなど、２，９６２万４，０００円増の８，１８４万９，０００円を見込

んでいます。 

町債は、７，６００万円減の５億９，３００万円としています。内訳としては、

地方交付税の代替措置である臨時財政対策債は前年度より１億７００万円減の３億

４，７００万円、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債は１億１，７００万円、

中学校大規模改修事業債は１億２，９００万円としています。 

歳出では、引き続き中・長期的な視点に立ち、選択と集中による効率的な事業運

営を進めます。 

目的別では、総務費は、令和３年度にはキッズライブラリーや町民活動サポート

センターの整備など町民センターの内部改修工事を実施したため、比較すると前年

度比１，５９５万９，０００円減の９億７，９８３万１，０００円です。 
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土木費は、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の本格化などにより、３億２，

３５５万１，０００円増の９億２，４８３万２，０００円です。 

消防費は、山北出張所の建設に伴う小田原市への常備消防事務委託料の増などに

より、１，１２５万円増の３億５，２８５万９，０００円です。 

教育費は、文命中学校大規模改修工事の実施などにより、８，１４０万７，００

０円増の８億５，７５６万９，０００円です。 

性質別では、物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保委託料の増な

どにより、１億８５９万５，０００円増の１２億４，７１８万１，０００円です。 

扶助費は、自立支援給付費や保育所入所児童委託料の増などにより、５，２８５

万６，０００円増の１３億４，０７０万７，０００円です。 

補助費等、投資及び出資金は、下水道事業会計への補助金と出資金の割合変更に

伴い増減が生じています。補助費等は２，８４０万５，０００円増の９億１，２９

９万３，０００円、投資及び出資金は３，５４３万３，０００円減の９，１６２万

７，０００円です。 

繰出金は、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の用地の先行取得など事業の本

格化により、３億１，７３５万９，０００円増の９億７，８０２万２，０００円で

す。 

特別会計では、国民健康保険特別会計は、ほぼ横ばいの１５億７，１９５万１，

０００円です。 

介護保険事業特別会計は、要支援・要介護者の増などにより、６，１５０万５，

０００円増の１２億３，２１３万円です。 

給食事業特別会計は、ほぼ横ばいの１億７４万６，０００円です。 

後期高齢者医療事業特別会計は、被保険者数の増などにより、１，５４６万３，

０００円増の２億６，１７０万３，０００円です。 

駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計は、用地の先行取得など事業の本

格化により、３億４，７４６万３，０００円増の５億７，９４６万３，０００円で

す。 

水道事業会計は、水道施設の設備更新費用の減などにより、６，１７０万８，０

００円減の４億３，４４５万６，０００円です。 

下水道事業会計は、酒匂川流域下水道維持管理負担金の増などにより、２，１３

７万２，０００円増の８億２０１万８，０００円です。 

それでは、令和４年度予定事業の概要について、第五次開成町総合計画の８つの

基本政策に沿って申し上げます。 

１、町民主体の自治と協働を進めるまち。 

町民が安心して快適に暮らすことができる良好な地域社会を実現するため、町民、

企業、団体などの多様な担い手と協働して、防犯、防災、福祉、教育、美しいまち

づくりの取組等を進めていく必要があります。 

町民が主役のまちづくりの拠点として、新たに町民活動サポートセンターが令和
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４年１月にオープンしました。単なる町民活動の拠点として会議室や印刷機などの

ハード機能を提供するだけではなく、協働のまちづくりに生かせる情報を多くの人

が共有できるように発信します。また、このサポートセンターは、団体等の活動の

活性化や団体間、行政との間の連携を強化する機能を有し、情報発信や交流会等を

通じて新たな担い手の発掘や、その活動支援ができるよう運営をしていきます。 

自治会の活動拠点となる地域集会施設は、引き続き計画的に修繕工事等を実施し

ます。令和４年度は、牛島自治会館の外壁塗装等工事を実施します。 

各種事業においては常に協働を意識するとともに、予算編成においては、引き続

き協働推進特別枠を設け協働事業に取り組んでいきます。 

２、未来を担う子どもたちを育むまち。 

次代の社会を担う子供たちを安心して生み育てられるように、町ぐるみで地域活

力を生かした子育て支援を積極的に推進します。専門職による相談対応や訪問等に

より全ての子供とその家庭、妊産婦等を継続的に支援するため、子育て健康課に子

ども家庭総合支援拠点を設置し、ワンストップ型の相談・支援体制を拡充します。 

子育て支援センターは、スペースを拡大するとともに、様々な遊びができるよう

遊具の充実を図るなど、施設の充実のための改装工事を実施します。 

児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援する放課後

児童クラブの利用ニーズの増加に対応するため、開成南小学校敷地内に新たに１２

０人定員の学童保育所を開設いたします。 

学校教育においては、グローバルな人材育成のためコミュニケーションを重視し

た英語教育を強化することを目的に、小学校での英語教育が必修化となりました。

国では中学校卒業時の英語力の到達度をＣＥＦＲ
セ フ ァ ー ル

（外国語の習得状況を測定する指

標）のＡ１
エーワン

相当としており、その達成に向けて中学２年、３年生を対象に英語検定

テストを実施します。また、多様な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒に寄り添

うため、引き続き学校生活支援員等を配置します。 

文命中学校では、生徒の安全面や快適性、学習環境向上のため、令和３年度に引

き続き大規模改修工事を実施します。 

３、健康を育み町民がいきいきと暮らせるまち。 

新たな運動推進の取組として、ノルディックウオーキングを導入します。両手に

持ったポールを使うことから全身運動となり、通常のウオーキングよりも運動効果

が高くなる一方で、両足にかかる負担は大きく軽減できることから幅広い世代で楽

しむことができます。 

高齢者が健康に暮らし続けるためには、運動機能を維持し、転倒による骨折や認

知症の予防等が重要になります。健診では気づきにくい加齢による運動能力の低下

を抑制するために、フレイル（加齢により心身が衰えた状態）チェックを通じて生

活をしていく上で必要な機能の確認と個々の取組を促進します。住民主体の活動を

促進するため、フレイル予防のためのサポーターを育成し、町全域に活動が広がる

ように取り組んでいきます。 
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１年延期となっていた全国健康福祉祭（愛称、ねんりんピック）が神奈川県で開

催されます。本町では、開成水辺スポーツ公園でパークゴルフ大会を開催します。

大会に向け、コース看板や管理棟のトイレなど公園内設備の改善を図るとともに、

地場産品等の販売や子どもから高齢者まで楽しんでもらえるイベントとなるよう準

備を進めます。 

４、安全で安心して暮らせるまち。 

切迫性が指摘されている南海トラフ地震や近年多発する風水害などの災害に対し、

町民や自治会、民間企業などと自助、共助による防災体制の強化を進めます。 

地域防災計画改定に伴い、町の防災体制を町民に周知するため防災ガイドの更新

及び災害備蓄品についても見直しを行い、新たに液体ミルク、紙おむつ、生理用品

等を整備いたします。また、避難所対策として避難所用マット及びインバーター式

発電機を整備します。 

消防団については、アポロキャップなどを更新するとともに、感染症対策として

防護服とマスクを整備します。また、第４分団詰所の消防ホース乾燥塔を老朽化に

より建て替えします。 

防災に関する知識や技術を習得する防災講座の開催に加え、災害時に指揮を執れ

る防災リーダーを育成することを目的とした地域防災リーダー養成講座を引き続き

開催し、自主防災会の強化を図ります。 

防犯対策では、高齢者を狙った振り込め詐欺に対する啓発活動を実施するととも

に、町民有志で構成されている安全サポーターなどの地域組織と連携しながら防犯

体制を強化します。 

交通安全対策としては、引き続き交通指導隊、警察と連携した街頭での交通安全

指導を行います。また、子どもたちの交通安全意識の向上を図るため、小学４年生

を対象にした自転車運転免許証の交付事業や、園児を対象にした安全な通行の仕方

を学ぶ交通安全教室を実施します。 

５、自然が豊かで環境に配慮するまち。 

地球温暖化が原因とされている異常気象など、気候変動は深刻な状況となってお

り、対策の段階を引き上げる必要があります。２０５０年までに脱炭素社会を実現

することを目指し、再生可能エネルギーで調達するエネルギー量の目標を設定する

ため、町の温室効果ガス排出量等の調査を実施いたします。 

また、開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度により、ゼロエネルギーハウス等

の導入、既存住宅への創エネ・省エネ・蓄エネ機器の設置、電気自動車への移行や

宅配ボックスの導入などに対して引き続き助成します。 

なお、脱炭素社会の実現は、全ての主体の意識改革、行動の喚起が重要であるた

め、町で開催する各種イベントについては環境に配慮した内容で実施します。町民、

事業者、他自治体などと、より一層の連携・協働により、温室効果ガスの排出削減

に取り組んでいきます。 

ごみの収集については、ごみ置場の看板を時代に即しつつも汎用性のある内容に
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一新いたします。 

６、都市の機能と景観が調和するまち。 

良好な市街地の形成及びインフラの整備による都市機能の強化を図るため、駅前

通り線周辺地区土地区画整理事業を推進します。具体的には、用地の先行取得や建

物等の移転補償、換地設計案の作成を行います。 

町道においては、利用しやすい道路網の整備を計画的に推進します。榎本地区の

町道２０４号線の用地買収と、牛島地区の町道２３５号線の用地買収及び道路改良

工事を実施します。また、路面性状調査の結果や自治会要望に基づき、順次道路補

修を進めます。 

水路については、大雨等により増水した水を適正に流し災害を未然に防ぐため、

榎本地区の水路整備に向けた設計を実施します。 

上水道については、安心で安定した水道水を供給できるよう、駅前公園非常用飲

料貯水槽緊急遮断弁更新工事をはじめ、水道施設の機能保持のため計画的に改修を

進めます。 

下水道では、汚水処理の整備計画であるアクションプランに基づき未整備区域の

整備を進めます。 

７、個性豊かな産業と文化を育成するまち。 

個性豊かな町の産業を育成するため、農業や商工業の活性化を図ります。 

農業については、農業者同士の情報交換会の開催や農地集積の効率化を推進する

ことによって農業者の経営をバックアップします。また、安心して農地を貸し借り

できる仕組みとして農地中間管理事業のさらなる普及に取り組み、優良農地の最適

な活用を促します。 

あしがり郷瀬戸屋敷では、令和２年度にオープンしたあしがり郷交流拠点施設と

ともに、観光、地元農産物の直売、地場産食材の加工・販売などを行い、北部地域

の活性化を推進します。 

商工業については、引き続き小口資金融資や創業者利子補給などの中・小企業支

援を推進するとともに、あじさいまつりや阿波おどりなどの開催により、町民相互

の連携強化や都市住民との交流を通じた町内経済の活性化を図ります。過去２回中

止となっていたあじさいまつりでは、増株に取り組んでいた町のオリジナルのあじ

さい「開成ブルー」をいよいよ里内でお披露目し、あじさいの美しさを多くの方に

感じてもらえるような事業を企画します。阿波おどりでは、連協会と連携を図り、

広報を充実させ、イベントをさらに盛り上げます。 

８、効率的な自治体経営を進めるまち。 

組織の基本は人であり、人材を育成することが肝要です。行政に対するニーズは

複雑化・多様化しており、基礎自治体としての市町村の役割と責任はますます増大

化しています。こうしたニーズに対応するための人材育成・確保の取組として、引

き続き接遇力の向上と若年層職員の能力開発を進めるとともに、管理職のマネジメ

ント能力、人材育成能力の強化を図ります。 
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町民の利便性の向上を図るとともにデジタル化を推進するため、税金等の支払い

にスマートフォンなどのアプリを利用したキャッシュレス納付を可能にし、窓口で

は各種証明書の発行手数料等を電子マネー等で支払うキャッシュレス決済を導入し

ます。また、新たに証明書コンビニ交付サービスに税証明を追加します。 

町広報紙は、これまで原則自治会加入世帯の家庭にお届けしていましたが、令和

４年５月号からポスティングにより町内全世帯にお届けします。これにより、全町

民への公平な町政情報の提供による町民サービスの向上と、自治会等、配布を担っ

てきた方々の負担を軽減します。 

結びになりますが、昨今、人々の生活や社会の在り方が、かつてないスピードで

変化を続けています。特に、コロナ禍において人との接触が制限される中で、通信

環境やデジタル技術の革新によりリモートワークによる新しい働き方の導入、また

インターネットでの各種手続や購買が日常のものとなり、それが新たな日々の生活

スタイルとなっています。 

リモートワーク等を通じた働き方の変化は、今後、さらに定着し、都心以外に住

む選択肢も広がっていくものと思われます。この機を捉え、交通の便にも恵まれ自

然豊かで人に優しい町の魅力を町内外に発信するため、シティプロモーション動画

の制作等により認知度の向上をはじめ、交流・定住人口の増加など、さらなる促進

につなげていきます。 

まちづくりの根幹をなす総合計画は、第２期実施計画がスタートします。将来都

市像の実現に向けて一つ一つの事業を着実に実施するとともに、時代の変化にも柔

軟に対応しながら持続可能なまちづくりを総合的かつ計画的に進めていきます。 

新年度の施策を進めるに当たり、議会の皆様には一層のお力添えをいただきます

ようお願い申し上げます。 

以上で、令和４年度開成町当初予算案並びに町政運営に対する所信の説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議くださるよう、お願い申し上げます。 

○議長（吉田敏郎） 

町長による説明が終了いたしました。 

暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

なお、再開後は細部説明に入りますので、三役の方の出席は結構です。 

午前１０時３６分 

○議長（吉田敏郎） 

再開をします。 

午後１時３０分 

○議長（吉田敏郎） 

日程第１４ 議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算から日程第２１ 議

案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算までを開成町議会会議規則第３

６条の規定に基づき、一括議題とします。 

これより、令和４年度改正一般会計予算、細部説明を順次、担当課長に求めます。
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細部説明は、着座にて説明していただいて結構です。 

企画総務部長兼財務課長。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

それでは、議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算について、御説明させ

ていただきます。 

まず４ページを御覧いただきたいと思います。４ページになります。 

第１表、歳入歳出予算、歳入です。１款町税から、６ページの２１款町債まであ

ります。７ページ、歳出に移りまして、１款議会費から８ページ、１３款予備費ま

で、歳入歳出ともに総額６６億８，１００万円の予算額となってございます。 

９ページを御覧いただければと思います。第２表、債務負担行為です。 

令和４年度は、開成町土地開発公社に係る債務保証から基幹系二要素認証サーバ

等機器賃借料までの８件を設定させていただいてございます。事項、期間、限度額

は記載のとおりでございます。 

１０ページを御覧いただきたいと思います。第３表、地方債になります。起債の

目的、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債、限度額１億１，７００万円。中学

校大規模改修事業債、限度額１億２，９００万円。臨時財政対策債、限度額３億４，

７００万円、合計で５億９，３００万円となります。起債の方法、利率、償還の方

法については記載のとおりでございます。 

続いて一般会計予算に関する説明を順次させていただきます。なお、説明に当た

りましては、重点事業、新規事業等を中心に、適宜省略しながら、御説明させてい

ただきたいと思いますので、御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

それではまず歳入になります。１５ページをお開きください。 

○税務課長（高橋靖恵） 

それでは、１５ページの歳入となります。町税の見込みにつきましては、コロナ

禍による経済情勢の動向、人口や町民の所得の推移、税制改正の動向、過去の実績

等を勘案の上、見込額を計上させていただいております。 

町税の総額につきましては、前年度に比べ３億８３０万８，０００円の増となる、

３０億７１８万４，０００円を見込みました。前年度比１１．４％の増となってお

ります。 

予算書１５ページ、３行目の１項町民税、１目個人から御説明させていただきま

す。 

個人町民税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と想定し、

人口や納税義務者の増などを考慮し、前年度に比べ７，２１０万１，０００円の増

となる、１１億３，３２４万５，０００円を見込みました。前年度比６．８％の増

となっております。 

続きまして２目法人です。法人町民税は、主要な法人への聞き取り調査。また、

コロナ禍の経済への影響が先行き不透明なことや、半導体不足、原材料価格の高騰

などの影響を考慮し、見込みました。前年度に比べ１億８，２４９万円の増となる
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２億５，８７２万円となっております。 

続きまして１６ページになります。２項固定資産税です。固定資産税は、国土調

査や新築家屋の棟数の増や、地価変動の影響等を考慮し、前年度に比べ３，７４１

万４，０００円の増となる、１４億４，４１９万３，０００円を見込みました。前

年度比２．７％の増となっております。 

続きまして、３項の軽自動車税です。軽自動車税は１目の環境性能割と２目の種

別割に分かれております。環境性能割は、臨時的軽減措置の適用期間が終了したこ

とにより増、種別割は登録台数の増加を見込み、軽自動車税全体では前年度に比べ

３８０万３，０００円の増となる４，５４２万６，０００円を見込みました。前年

度比９．１％の増となっております。全国的に見ても、平成１７年から乗用車の登

録台数が減少し、軽自動車の登録台数が増加傾向となっております。なお、登録台

数の見込みにつきましては、１７ページの歳入概要を御確認ください。 

続きまして、１８ページになります。４項町たばこ税です。町たばこ税は、近年

の健康志向による喫煙率の低下などにより、販売本数が減少傾向にあるものの、昨

年１０月の税率の引上げにより、前年度に比べ１，２５０万円の増となる１億２，

５６０万円を見込みました。前年度比１１．１％の増となっております。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、飛ばさしていただきまして、１９ページを御覧いただきたいと思い

ます。１９ページになります。６款の法人事業税交付金なります。１項法人事業税

交付金、１目法人事業税交付金です。２，０００万円でございます。こちらは法人

事業税の一部が都道府県から市町村に交付されるものでございます。交付基準は、

従業員数で配分されますが、経過措置として、令和４年度については３分の１を法

人税割額、３分の２を事業者数に応じて報告されるものでございます。 

その下になります、７款地方消費税交付金になります。３億６，０００万円でご

ざいます。こちらは県で収納する地方消費税の２分の１が国勢調査人口事業所、従

業員人口に応じて市町村に交付されるものでございます。 

続きまして２０ページを御覧いただきたいと思います。２０ページになります。

１０款の地方交付税ですね、地方交付税、細節が普通交付税になります。３億４，

８００万円でございます。前年度比３，２００万円の増加となってございます。前

年度の法人町民税の増収により、財源不足額は減となる見込みでございますが、交

付税と臨時財政対策債の割合が変更となることから、増収を見込んでございます。  

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして２３ページを御覧ください。下段になります。１４款国庫支出金、２

項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、７節マイナポイント事業費補助金５３万５，

０００円です。マイナポイント第２弾の事務に従事する会計年度任用職員の報酬の

一部に充当するものです。現時点では、健康保険証や金融機関の口座とのひもづけ

によるポイント付与は令和４年６月頃から開始される予定でございます。 

○学校教育課長（岩本浩二） 
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続きまして２４ページをお願いいたします。７目教育費国庫補助金、公立学校施

設整備費補助金６，４５４万円でございます。国の公立文教施設整備事業交付金を

活用いたしまして、文命中学校大規模改修工事に充当をするものです。補助率は３

分の１となります。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、飛ばしていただきまして、２９ページを御覧いただきたいと思いま

す。２９ページ、１８款繰入金でございます。１目が財政調整基金繰入金、１節財

政長期基金繰入金でございます。こちらは財政規模の延長の是正を図る目的で、財

政調整基金から２億円の繰入を予定してございます。 

続きまして、３１ページを御覧いただきたいと思います。３１ページの諸収入の

雑入になります。総務費雑入の一番下でございます。ＥＶ急速充電器、使用料５万

円でございます。こちらは役場の北側駐車場にありますＥＶ車の専用スタンド設置

に伴う使用料でございます。このＥＶスタンドは、昨年の８月から稼働していると

ころでございます。 

○総合窓口課長（土井直美） 

続きまして、次のページ３２ページ、４節衛生費、雑入、上から８段目後期高齢

者医療広域連合、一体的保険事業委託金、こちらは新たな補助金で、高齢者の心身

の多様な問題に対応し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業に取り組む市

町村に対し、後期高齢者医療広域連合から補助されるもので、補助率１０分の１０

となってございます。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きましてその下、地域再エネ導入を計画的段階的に進める戦略策定支援事業の

補助金、こちらにつきましては、２０５０年までに脱炭素社会を実現することを目

指し、再生可能エネルギーで調達する。エネルギー量の目標を設定するため、町の

温室効果ガス排出量等の調査を実施するものでございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして３３ページを御覧いただきたいと思います。２１款町債になります。

１目土木債、１節都市計画債、駅前通り線周辺地区区画整理事業債１億１，７００

万円。その下、中学校大規模改修事業債１億２，９００万円。その下、臨時財政対

策債３億４，７００万円。町債全体では、前年度比７，６００万円減の５億９，３

００万円を見込んでございます。 

続きまして、歳出に移らせていただきます。説明書は３４ページからとなります。 

まず最初に、各会計にわたる人件費について総務課長より御説明を申し上げます。 

○総務課長（中戸川進二） 

それでは歳出の詳細説明に先立ちまして、各会計及び各費目全体にわたる人件費

について御説明させていただきます。大変恐れ入ります。ファイルが別ファイルに

なってございます。ファイル名、別添１、職員人件費一覧ファイル名が別添１、職

員人件費一覧、資料のタイトルが、各会計の令和４年度当初予算における職員人件
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費一覧を御覧いただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

ちょっといいですか。すみません。皆さん開けましたか。オーケーですか。はい

失礼しました。どうぞ。 

○総務課長（中戸川進二） 

それではまずは全体の職員数見込みについて御説明いたします。令和４年度当初

予算計上の職員数は、特別職を除き１２６名。これに再任用短時間職員８名を加え、

職員数は１３４名分を見込んでございます。各会計ごとに御説明申し上げます。 

まずは一般会計です。職員数は、特別職を除き、一般職１１１名。これに再任用

短時間職員７名を加えた、１１８名を見込んでおります。一般職給料が前年度当初

比で１，００７万円の増、一般職職員手当等が同様に１５９万６，０００円の増、

共済費は同様に２７３万３６円の増となってございますのは、定期昇給、職員構成

の変化を反映した結果となってございます。 

また、職員手当組合特別負担金が、前年度当初比で３，３５１万５，０００円の

減となっておりますのは、令和３年度末の定年退職者が３名であったことに対し、

令和４年度末では１名の予定であることから、特別負担金が減る見込みでございま

す。 

次に、国民健康保険特別会計です。予算計上の職員数は、一般職２名で、前年度

当初と変更はございません。前年度当初比で増となっておりますのは、職員の昇給

等に伴うものでございます。 

次に、介護保険事業特別会計です。当初予算計上の職員数は一般職２名で、前年

度当初と変更はございません。前年度当初比で増減がありますのは、職員の昇給や

職員の実態を反映させた結果となってございます。 

次に、土地区画整理事業特別会計です。予算計上の職員数は、一般職３名に、再

任用短時間職員１名を加えた４名で前年度当初と変更はございません。前年度当初

比で増となっておりますのは、職員の昇給等に伴うものでございます。 

次に、水道事業会計です。予算計上上の職員数は、一般職４名で、前年度当初と

変更はございません。前年度当初比で増減がありますのは、職員の昇給や職員の実

態を反映させた結果となってございます。 

次に、下水道事業会計です。予算計上の職員数は、一般職４名で前年度当初と変

更はございません。前年度当初比で増減がございますのは、職員の昇給や職員の実

態を反映させた結果となってございます。 

最後に、全会計の合計欄を御覧ください。中ほどの列になりますが、退職手当組

合負担金の一般負担金が前年度当初比で８２万円減となってございますのは、負担

率が下がったことによるものです。全会計を合計した職員人件費は前年度当初比で

１，５４２万８，０００円の減で１０億２，２６３万６，０００円と見込んでござ

います。 

人件費に係る説明は以上になります。なお、各会計の職員給与費に係る説明は、
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本説明をもって省略とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、歳出の詳細説明に戻らせていただきます。先ほどの予算書、３７ペー

ジをお開きください。予算書の３７ページをお願いいたします。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費説明欄、上から３行目になります。

職員研修事業費でございます。令和４年度はこれまでも継続的に取り組んでござい

ます接遇力の向上と令和３年度から庁内講師による定期的な研修の実施などにより

まして、若年層職員の能力開発を進めるとともに、部制廃止に対応した管理職のマ

ネジメント能力、人材育成能力の強化の取組を進めてまいります。 

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして２目広報広聴費、説明欄、広報広聴事業費になります。全ての町民に

公平に町からの情報をお届けするために、令和４年５月号からポスティングによる

全戸配布を導入いたします。これに伴いまして、印刷部数を現在の６，５００部か

ら８，０００部に増刷するため、印刷製本費が増となってございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、３９ページを御覧いただきたいと思います。庁舎管理費になります

４目の財産管理費で、説明欄が庁舎管理費です。庁舎の維持管理に必要な保守管理

費や夜間休日の簡易業務委託料の費用等をこちらで支出してございます。  

１つ飛ばしていただいて公有地管理費でございます。公有地管理費、主なものを

御説明させていただきます。旧四ツ角団地の解体設計業務委託料２４４万円を計上

させていただいてございます。 

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして４１ページを御覧ください。５目企画費、説明欄、ブランディング推

進事業費になります。開成町に住みたい、住み続けたい、訪れたいという意向を高

めるため、令和４年度は、令和３年度に引き続き、シティプロモーション用の写真

撮影委託を行います。またＰＲ動画を作成し、町の魅力を効果的に発信してまいり

ます。 

続きまして、説明欄、総合計画策定事業費になります。第六次開成町総合計画基

本構想、前期基本計画の策定のための人口推計、町民意識調査を実施いたします。

なお、新総合計画により、最新のデータを反映するため、令和４年度、５年度の２

か年で委託を実施するものです。 

○総務課長（中戸川進二） 

続きまして、次のページ、４２ページをお願いいたします。７目電算管理費、説

明欄、一番下になります。電算システム管理費でございます。デジタルガバメント

を推進する観点から、証明書コンビニ交付サービスに、税証明書を追加するなど町

民サービスの向上や業務の効率化を図るため、ＩＣＴの利活用を進め、実際にＤＸ

の対応を図っていくものでございます。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

次に、４４ページをお願いします。事業名、町民センター施設整備事業費、開館
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から３０年以上経過し、大規模改修工事に必要な基本設計を行うものです。 

○協働推進担当課長（遠藤直紀） 

続きまして、ページ４５ページになります。上から６段目、協働推進費、事業名、

自治会運営推進事業費でございます。地域住民がお互いに支え合う、住みよい地域

づくりを進めるため、地域活動の中心となる自治会活動を支援します。自治会交付

金の交付及び自治会活動を対象としたコミュニティ保険料を負担します。地域の人

材育成を目的とした地域リーダー育成研修会を開催し、地域力の効果を図ります。 

○総合窓口課長（土井直美） 

続きまして、４７ページ、戸籍住民台帳費、説明欄、個人番号カード交付事務費

５３６万６，０００円、こちらは、個人番号カード交付円滑化計画に基づき、個人

番号カードの申請、交付等に対する経費となってございます。 

昨年まで、地方公共団体情報システム機構への負担があり、負担金がございまし

たが、新年度から国から直接機構へ支払うことになったため、その分減額となって

ございます。 

その２つ下になります。証明書交付関係費です。３２４万５，０００円、こちら

は窓口のキャッシュレス決済導入及び使用料等に係る経費とコンビニ交付証明書交

付センター負担金を戸籍住民台帳費から移設した経費となってございます。  

キャッシュレス決済については、本年度１２月補正の債務負担行為でお認めいた

だいたもので、現在業者選定しているところでございます。窓口の手数料等の支払

に使用するため、キャッシュレス用の端末は１階総合案内カウンターに設置する予

定です。運用開始は６月を予定しております。手数料年間総額の１割程度の利用を

見込んでございます。 

○町民福祉部参事（渡邊雅彦） 

続きまして５ページ進んでいただきまして、ページは５３ページになります。一

番上段でございます。全国健康福祉祭運営事業費になります。第３４回全国健康福

祉祭、神奈川、横浜、川崎、相模原大会が今年１１月１０日から１１月１５日にか

けて、県内２６市町で３２種目が神奈川県内におきまして開催されます。開成町で

は、パークゴルフ交流大会を実施いたしまして、１１月１３日日曜日に公式練習、

１１月１４日月曜日に交流大会を開催する予定でございます。パークゴルフ交流大

会を主催いたします、ねんりんピックかながわ２０２２に開成町実行委員会に対し

まして、神奈川県と開成町が運営事業費を支出するものでございます。 

続きまして４ページ進んでいただきまして、５７ページへ進んでいただいてよろ

しいでしょうか。そちらにつきまして、続きまして、上から５つ目です。障害者相

談支援事業費になります。足柄上１市５町が共同で実施しております障害者相談支

援事業と、地域支援地域活動支援センターの事業の負担金となります。令和４年度

から、相談支援事業の中に障害児者の方の重度化、それから高齢化による「親なき

あと」を見据えました地域生活支援拠点事業が新たに含まれるということでござい

ます。 
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続きまして、もう１ページめくっていただきまして、５８ページになります。５

８ページ、一番上段の福祉会館管理費になります。福祉会館は、築２５年が経過い

たしまして、修繕、更新が必要な設備が増加しております。令和４年度は、保守点

検において、いつ止まってもおかしくないとの指摘を受けております。多目的ホー

ルの移動観覧席につきまして、改修工事を実施いたします。また、福祉会館が指定

福祉避難所として位置づけられることから、施設内のバリアフリー化と、コロナ対

策のため、和式トイレの洋式化、それから温水便座の設置と照明についても接触不

要な人感センターセンサーを設置する予定でございます。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

続きまして、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、ページは５９ページ、一番

上の段、放課後児童対策事業費でございます。こちらは保護者が就労等により昼間

家庭にいない小学校１年生から４年生に対して適切な生活の場を与え、健全な育成

を図る放課後児童クラブの運営する委託料等が含まれます。令和４年度７月の開成

南小学校区新設学童保育供用の開始に係る準備経費等を計上しております。 

先ほどの１０号補正で減額補正承認いただきました、新設の備品につきましては、

こちらの方で計上させていただいております。 

その下、子育て支援事業費、こちらにつきましては、駅前子育て支援拠点施設業

務委託及び幼児保育事業等に係る経費でございます。令和４年度につきましては、

子育て支援センター拡充のための改修工事及び備品の購入と、駅前窓口コーナーが

９月で終了した後の１０月以降に改修工事等を行う予定でございます。 

続きまして、ページは６１ページでございます。児童措置費に移ります。一番上

の段、子ども家庭総合支援拠点運営事業費でございます。こちらは新規の予算計上

となります。令和４年４月から児童福祉法に基づきまして、子どもとその家庭、妊

産婦等対象として、地域の実情把握、相談対応、調査継続支援ということで、子供

のための子ども家庭総合支援拠点を運営いたします。こちらにつきましては、積極

的なアプローチ、訪問、電話等での状況把握、ケースカンファレンス、連携会議の

取組を強化するための人件費、相談員、会計年度職員等の人件費を計上させていた

だいております。 

次に２ページ飛んでいただきまして、ページは６４ページになります。２目予防

費でございます。 

上から３つ目、一体的保健事業費、こちらも新規でございます。高齢者の医療費

適正化のために、後期高齢者医療制度の健康診査を中心とした疾病予防、重症化予

防、介護保険の介護予防事業の認知機能や社会的活動の低下の両方の視点で生活機

能全体の低下に着目したフレイルの予防を展開いたします。こちらにつきましては、

健康寿命延伸を目的とするものでございますけれども、健康運動指導士、理学療法

士、栄養士と専門職種の人件費を計上してございます。 

その下、新型コロナウイルスワクチン接種事業費でございます。こちらにつきま

しては、１８歳以上の町民３回目の追加接種及び５歳から１１歳の子供の１回目、
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２回目の接種に必要な経費を予算化して予算計上させていただいております。事業

費につきましては全額国費で行います。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きまして、ページは６６ページ中段になります。３目環境衛生費、地球温暖化

対策推進事業費、地域再生可能エネルギー導入目標策定業務委託料１，３１８万９，

０００円、こちらはゼロカーボンシティ実現の目標設定のため、温室効果ガス排出

の現状や町民意識の調査を行うものでございます。その下、ゼロカーボン創成事業

補助金７００万、ゼロカーボンシティ創成補助制度による四つの補助メニューであ

ります、ゼロエネルギーハウス等の導入、既存住宅への創エネ、省エネ、蓄積ネ機

器の設置、電気自動車への移行や、宅配ボックスの導入などに対して引き続き助成

をするものでございます。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして５ページを進みください。ページは７１ページになります。上から２

段目、あしがり郷瀬戸屋敷運営事業費であります。あしがり郷瀬戸屋敷の維持管理

の中で、高木の剪定、指定管理等を行っていく中で、令和２年度から実施しました

瀬戸屋敷茅葺屋根刺茅工事につきましては、今年で令和４年度で３年目になります。

令和４年度につきましては、屋根の棟部分、上の半分を補修する予定でございます。  

○街づくり推進課長（高橋清一） 

続いて次のページ、７２ページに移ります。土木費でございます。項道路橋りょ

う費、目道路維持費、町道維持管理事業費です。説明欄は一番下です。こちらは道

路の舗装など劣化した箇所について適切に補修を実施するとともに、路面性状調査

の結果などに基づき、計画的に舗装の打ち替えを進めてまいります。令和４年度の

舗装補修の路線は、町道１１３号線、１３２号線、２００号線、２１８号線、２２

３号線、２４２号線の６路線です。詳しい場所については、別ファイルの別添３、

当初予算箇所図を後ほど御覧いただければと思います。 

続いて、次のページ、７３ページに移ります。目道路新設改良費、町道改良事業

費です。説明欄は上から２つ目です。こちらは町道整備計画に基づき、町道の拡幅

を実施するものでございます。 

令和４年度につきましては、地権者の御協力により、一定の用地買収が進んだこ

とから、町道２３５号線で改良工事を実施いたします。また、町道２０４号線、２

３５号線について改良工事に向けて、引き続き地権者の御理解をいただきながら用

地買収を進めてまいります。各路線の詳しい場所については別ファイル、別添３、

当初予算箇所図のほうを御覧いただければと思います。 

続いて説明欄はその下、目道路橋りょう整備費、橋りょう維持管理事業費でござ

います。こちらは法令による５年に一度の義務化された橋梁の定期点検を行うとと

もに、点検の結果、修繕が必要となった橋梁について補修工事を実施いたします。

橋梁の点検につきましては、町内で各所１３橋を行います。橋梁の補修工事につい

ては、十文字橋ほか２橋で実施いたします。工事の詳しい場所については別ファイ
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ル、別添３、当初予算箇所図のほうを御覧いただければと思います。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

続きまして、次ページ、７４ページを御確認ください。６段目、駅前通り線周辺

地区土地区画整理事業費、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金、

４億９，８４６万３，０００円です。こちらは駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計への繰出金になります。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは２ページ進んでいただきまして資料は７６ページから７７ページになり

ます。７６ページ一番下段の２目常備消防費、消防団等活動推進事業費になります。

災害時の感染防止体制としてマスクや防護服を整備するほか、風水害時に使用する

長靴を団員用に購入するなど、消防団活動のより一層の充実強化に取り組みます。 

続きまして２ページ進んでいただきまして、資料７９ページをお願いします。 

上から２つ目の災害対策推進事業費になります。地域防災計画の改定に伴い、改

定内容を反映した防災ガイドを作成し、町民へ周知を図るとともに、備蓄品につい

ても見直しを行い、備蓄食糧のほか、乳幼児用液体ミルクや紙おむつ等を整備、更

新します。また、避難所用マット及び、インバーター式発電機等の防災資機材購入

費を計上し、避難施設の整備充実を図ります。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして教育費に入ります。ページ８１ページ一番下段の外国語教育・国際理

解教育推進事業費１，４１８万６，０００円になります。幼稚園・小学校・中学校

に外国人講師を派遣し、外国語教育の充実を図ります。また、小学５年生を対象と

した外国人留学生を講師に迎え、国際理解を深める事業を引き続き実施してまいり

ます。また、新規事業といたしまして、中学２年生、３年生を対象に、生徒の英語

力向上。また、英語授業の質を高めることなどを目的に、公費による英語検定を実

施いたします。 

８２ページをお願いいたします。校務用パソコン管理費３，０７０万４，０００

円になります。ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末環境の効果的活用や事業

支援などに引き続き取り組んでまいります。特に令和３年度普通教室に配置をいた

しました電子黒板につきまして、小・中学校の特別支援学級用に各校１台、計３台

を新たに配置いたします。 

８３ページをお願いします。学校管理運営関係費２，６８９万５，０００円にな

ります。こちら小学校運営を円滑に行うため、消耗品等の購入を進めてまいります

が、自治会要望に上がりました開成小学校敷地内の高木や老木、これの伐採、剪定

作業を実施したいと考えてございます。 

続きまして、８７ページをお願いいたします。開成南小学校教科外運営関係費で

ございます。２，１７６万２，０００円になります。児童数の増加に伴いまして、

南小学校の子供たちの体操着や楽器、教材などを収納するスペースが不足している

ことから、全児童分の収納ロッカーの設置をいたします。 
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続けて８９ページをお願いいたします。文命中学校費、施設整備事業費になりま

す。令和３年度に引き続きまして大規模改修工事を実施いたします。令和４年度に

つきましては教室内の改修、トイレの洋式化、照明器具のＬＥＤ化等を実施いたし

ます。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

次に９６ページをお願いいたします。説明欄、生涯スポーツ推進事業費でござい

ます。町民のスポーツ振興、スポーツを通じた町民同士の交流機会の創出を図るた

め、町スポーツ協会と連携して行うスポーツ大会や、かいせいスポ・レクフェステ

ィバル等を開催する。報償費では、トップアスリート大会出場奨励金を交付する予

定でございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、９８ページ、一番最後になります。１３款予備費でございます。予

備費につきましては、３，４７５万６，０００円を計上させていただいてございま

す。 

続いて、１０５ページをお開きいただきたいと思います。１０５ページになりま

す。債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの収支額

または支出額見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書となってござい

ます。開成町土地開発公社に係る債務保証から１０７ページになりますけども、基

幹系ニ要素認証サーバ等機器賃借料までの３９件、債務負担行為を設定させていた

だきたいと思います。 

続いて１０８ページを御覧いただきたいと思います。こちらは地方債の前々年度

末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する

調書となってございます。当該年度末現在高見込額としまして、７３億２，６６２

万円を見込んでございます。 

以上で、令和４年度一般会計当初予算の御説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算についての説明を終了とし

ます。 

暫時休憩といたします。再開を１４時２５分とします。 

休憩後、特別会計等の説明に入りますので、関係課長以外は退席をされて結構で

す。 

午後２時１３分 

○議長（吉田敏郎） 

再開をいたします。 

午後２時２５分 

○議長（吉田敏郎） 

議案第１６号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計予算についての説明を担
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当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

それでは、国民健康保険特別会計当初予算について説明いたします。 

まず４ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。１

款国民健康保険税から７款諸収入まで。 

次ページ、歳出、１款総務費から８款予備費まで。歳入歳出とも合計金額１５億

７，１９５万１，０００円の予算額となってございます。 

予算に関する説明書１１ページをお開きください。 

総括としまして、歳入前年度と比較し、国民健康保険税が２，８２５万３，００

０円の増額、３款県支出金が７０７万２，０００円の減、５款繰入金、令和４年度

は基金取崩ししない予定のため、１，２０６万３，０００円の減となっています。 

１２ページ、歳出、前年度と比較しまして、２款保険給付費が１，００８万５，

０００円の減、３款国民健康保険事業費納付金が１，８２４万３，０００円の増、

５款保険事業費６７万９，０００円の減額予算となっています。 

国民健康保険全体的な傾向といたしまして、高齢化により国民健康保険から後期

高齢者医療への移行者の増、新型コロナウイルス感染症による景気減速等の影響を

受け、社会保険を離脱してから国保へ加入、その後、国保を離脱して社会保険への

加入が減少傾向であることから、被保険者数は、令和２年度末の３，１３０人から、

令和４年４月１日において、２５人減の３，１０５人と見込んで保険税などを積算

しております。 

保険給付費につきましては、高齢化や医療費の高度化により、１人当たりの給付

費は増加傾向となっております。新型コロナウイルス感染症の影響により、いまだ

不確定要素が多いものの、受診控えは解消しつつあると見ています。 

それでは、詳細を説明いたします。国民健康保険特別会計予算に関する説明書１

３ページをお開きください。 

歳入、国民健康保険税前年度比２，８２５万３，０００円の増、医療給付費等現

年度分は収納率を９５．５％と見ております。これは昨年度、新型コロナウイルス

感染症の影響により所得が減少すると見込んでいたところ、想定より所得の影響が

限定的だったため、令和３年度本算定の所得をベースに算出をしております。 

次に、３款県支出金でございます。普通交付分は、歳出予算科目の保険給付費に

ついて全額県から交付されるものです。 

特別交付分は、保険者努力支援として、医療費適正化や特定健診等負担金として、

国保特定健診事業の経費などに交付されるものです。特別交付分は増額を見込んで

いますが、給付費の減により普通交付分の減等で全体で前年度７０７万２，０００

円の減と見込んでおります。 

次に、５款繰入金でございます。一般会計繰入金は、前年度とほぼ同額内その他

一般会計繰入金は、県が支払う事業費納付金に町単独事業の医療費助成に係る調整
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分が含まれるため、その分は見込んでおります。 

基金繰入金は、取崩しなしで見込んでおります。その他、諸収入以降は項目設定

でございますので、省略させていただきます。 

続きまして、歳出です。１８ページをお開きください。１款総務費のうち、一般

管理費、役務費について、令和４年度から保険証の一斉更新がない年度のため、通

信運搬費が減となってございます。 

１９ページ、２款保険給付費です。保険給付費につきましては、一般被保険者と

退職被保険者から構成されておりますが、退職分については制度が終了したため、

過誤調整等の診療報酬分として項目設定しております。保険給付費につきましては、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えにより給付費が減少

しましたが、令和３年度は解消しつつあることから、令和４年度の給付費は、令和

元年度の平均月額に、被保険者の見込み減少率０．９９を乗じて見込んでございま

す。 

次ページ、高額療養費、一般被保険者高額療養費につきましても、保険給付費同

様、令和元年度の平均月額に被保険者の見込み減少率０．９９を乗じて見込んでご

ざいます。 

以降は前年同額となってございます。 

続きまして２１ページ、４項１目出産育児一時金、前年度は１８件分を見込んで

おりましたが、実績により３件分減らしまして、１５件分といたしまして、６３０

万を見込んでございます。 

６項１目傷病手当金、こちらは令和３年度の実績で１件申請があり、約６万円の

給付実績がございますが、前年同様、１０万円を予算計上しております。  

３款１項１目国民健康保険事業費納付金です。事業費納付金支払事業費は、市町

村から納付金として県に支出し、県は特別会計として運営するものでございます。

納付金は県の提示額を計上しており、前年度比１，８２４万３，０００円の増額と

なってございます。 

続きまして、２２ページ、５款保険事業費、特定健康診査等事業費です。生活習

慣病を中心とした疾病予防を目的に、特定健診を実施するための費用として、健診

委託料や会計年度任用職員の報酬などに要する費用となります。 

令和４年度から事業の組替えにより会計年度任用職員の報酬を一般会計の高齢者

と介護の一体的事業のほうで支出するため、報酬が減額となっております。 

続いて、１目保険給付費、人間ドック助成費になります。こちらは３年度と同数

の１９０人を見込んで計上しております。 

２目保健指導事業費、特定健診受診者のフォローアップ等の事業に係る費用とな

っております。こちらも事業の組替えにより、会計年度任用職員の報酬が減となっ

ております。 

以下、歳出につきましては、項目設定等でございますので、省略させていただき

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第１６号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計予算についての説

明を終了します。 

続いて、議案第１７号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

細部説明を担当課長に求めます。 

町民福祉部参事。 

○町民福祉部参事（渡邊雅彦） 

それでは議案第１７号の令和４年度開成町介護保険事業特別会計予算を御説明い

たします。 

まず４ページ目の第１表の歳入歳出予算の歳入のほうを御覧ください。 

まず１款保険料から９款諸収入まで、次のページへ移りまして、歳出でございま

す。１款の総務費から７款の予備費まで、歳入歳出ともに、合計で１２億３，２１

３万円でございます。 

続きまして、９ページ目に進んでいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別

明細書、こちらのほうをお開きください。まず総括でございます。総括として、本

年度予算額、前年度予算額の比較でございます。歳入歳出ともに本年度予算１２億

３，２１３万円で、前年度より６，１５０万５，０００円の増という形になってお

ります。 

続いて歳入でございます。介護保険料につきましては、第１号被保険者でありま

す６５歳以上の方の人数が増えたことによりまして、昨年度よりも増加しておりま

す。 

また、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金につきましては、歳出

の保険給付費及び地域支援事業費等の伸びに伴いまして増加しております。 

次のページをお開きください。歳出でございます。２款の保険給付費、それから

３款の地域支援事業費につきましては、これまでと同様に、介護保険法などの関係

法令に基づき実施してまいります。いずれの事業につきましても、認定者の方の増

加に伴うサービス量の増加を見込んでおります。なお、地域支援事業につきまして

は、令和３年度前半は新型コロナウイルス感染拡大によりまして、緊急事態宣言の

発出等がありましたので、予定しておりました事業の中止がありましたが、宣言解

除後は感染予防対策を実施しながら、おおむね予定どおり実施しているところでご

ざいます。 

令和４年度も感染症対策を講じながら、引き続き事業を実施してまいります。続

きまして、予算書１１ページの歳出から御覧ください。１款保険料につきましては、

６５歳以上の第１号被保険者の方の増加に伴いまして、５８６万２，０００円の増

額を見込んでおります。現年度の保険料につきましては、特別徴収を９４％、普通

徴収を６％で見込んでおります。 

続きまして、３款国庫支出金、それから次の次のページで４款の支払基金交付金、

それから同じページで５款県支出金、さらに１ページ送っていただいて、７款の繰
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入金、こちらにつきましては、歳出の保険給付費、それから地域支援事業費等の伸

びに伴い増加しているような状況でございます。 

それでは続きまして、１８ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。１８ペ

ージ歳出になります。 

まず、１款総務費、こちらの２款の介護認定審査会費につきまして、令和３年度

中に介護認定審査会事務が足柄上衛生組合から、南足柄市に移管されたことに伴い

まして、事務引継ぎ等の部分が含まれておりましたが、令和４年度は南足柄市への

負担金のみということになりますので、金額的には減額となります。 

次のページを進んでいただきまして、２款保険給付費でございます。こちらの１

項介護サービス等諸費のうち、１目の在宅で受ける介護サービスに関する居宅介護

サービス給付費、それから次のページの３目の入所施設で受けるサービスの施設介

護サービス費、さらに、７目介護サービス計画作成に係る給付の居宅介護サービス

計画費、さらに次のページの９目認知症対応型通所介護など地域密着型介護サービ

ス給付費、こちらにつきましては、利用者の伸びなどから増額を見込んでいるとこ

ろでございます。 

続きまして、２項の介護予防サービス等諸費のうち、１目の要支援の方が在宅に

おける介護予防サービス給付費、２ページ進んでいただきまして、７目、こちらの

要支援の方が利用するケアプランを作成に関する費用の介護予防サービス計画給付

費につきましては、利用者数の伸びなどから増加を見込んでいるところでございま

す。 

続きまして、３款高額サービス等諸費につきましては、前年度予算でも増額補正

をしておりますが、対象者数の伸びによりまして、前年度よりも増額しているとこ

ろでございます。 

続いて２ページ進んでいただきまして、６項の高額医療合算介護サービス費につ

いては、要介護の方が利用するサービスの医療保険と介護保険の自己負担額の合計

が著しく高額になる場合、負担限度額超えた分を支給するという制度でございます

が、過去３年間の給付実績の伸びを考慮いたしまして増額しているような状況でご

ざいます。 

続きまして、３款地域支援事業費になります。１項で介護予防・日常生活支援総

合事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、要支援の訪問

介護、通所介護に当たります、訪問型、通所型いずれも増加を見込んでいるところ

でございます。 

続きまして１ページ進んでいただきまして、２項包括的支援・任意事業費、１目

地域包括支援センター運営事業費につきましては、６５歳以上の高齢者人口の増加

に伴いまして、地域包括支援センターの機能を強化するため、常勤職員を１名増員

することによります増額でございます。 

次のページめくっていただきまして、２目包括的支援事業費につきましては、生

活支援体制整備事業において、コーディネーターの積極的な管理によりまして、町
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内５つの生活支援をする団体の支援を実施しております。令和４年度におきまして

は、コーディネーターの取組、自治体制の強化を目的といたしまして増額を見込ん

でおります。 

１ページ進んでいただきまして、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目第１号被保険者保険料還付金につきましては、前年度以前所得の修正申告などに

よります介護保険料の還付に対応するための費用でございますが、特別徴収の方が

亡くなられた場合、相続の手続などで時間がかかり年度をまたいでの還付となるケ

ースが増えております。そのため、そのため本予算の増額を見込んでいるところで

ございます。 

続きまして、７款予備費につきましては、歳入歳出の差分を調整しているところ

でございます。御説明以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第１７号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計予算の説明を終

了します。 

続いて、議案第１８号 令和４年度開成町給食事業特別会計予算についての細部

説明を担当課長に求めます。 

学校教育課長。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

それでは、令和４年度開成町給食事業特別会計予算について御説明をさせていた

だきます。４ページ、５ページ、第１表、歳入歳出予算をお願いいたします。 

歳入は、１款諸収入から３款繰越金、歳出は、１款給食事業費及び２款予備費で

の構成となり、歳入歳出合計ともに１億７４万６，０００円となります。 

１１ページをお願いいたします。歳入から説明をさせていただきます。１款諸収

入、給食納付金、１節現年度分９，９４６万３，０００円につきましては、園児、

児童、生徒、教職員等から徴収する給食費で、内訳につきましては、右の欄に記載

させていただいております。１人当たりの月額給食費につきましては、園児３，２

００円、児童４，４００円、生徒４，９００円となります。徴収の想定人数、子供

の徴収想定人数につきましては、開成小学校５０８人、開成南小学校６６３人、文

命中学校５２１人、開成幼稚園２２５人の計１，９１７人を見込んでございます。

２節滞納繰越分５万円につきましては、給食費滞納が生じた場合の窓口設定となり

ます。 

２項雑入、廃食油売却代２万２，０００円につきましては、給食調理で発生した

廃食油の売却収入となります。２款繰入金、一般会計繰入金１２１万円につきまし

ては、幼児教育無償化に伴い開始された幼稚園給食費の副食費減免に対しまして、

一般会計から繰り入れるもので、４３人相当分を見込んでございます。 

３款繰越金、こちらにつきましては、前年度繰越金として令和３年度からの繰越

金で窓口設定となります。 

１２ページをお願いします。歳出でございます。１款給食事業費、一般管理費、
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１３節使用料及び賃借料１万４，０００円につきましては、ＷＥＢ－ＦＢサービス

利用料となります。２目給食材料費、需用費１億６７万７，０００円につきまして

は、園、学校給食の食材料費となります。 

２款予備費５万５，０００円につきましては、歳入との差額を予備費で調整した

ものとなります。全体予算の前年度比較につきましては歳入歳出ともに１６０万３，

０００円の増となりまして、園児、児童、生徒数等の増加によるものと考えてござ

います。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第１８号 令和４年度開成町給食事業特別会計予算についての説明を

終了します。 

続いて、議案第１９号 令和４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての細部説明を担当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

それでは、後期高齢者医療事業特別会計当初予算議案第１９号について説明いた

します。 

４ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。１款後

期高齢者医療保険料から５款諸収入まで。次のページ歳出、１款総務費から４款予

備費まで。歳入歳出とも合計金額２億６，１７０万３，０００円の予算額となって

ございます。 

予算に関する説明書９ページをお開きください。総括としまして、歳入、１款後

期高齢者医療保険料が前年度と比較しまして、１，３８８万７，０００円の増とな

ってございます。 

３款繰入金は１４０万２，０００円の増。 

続きまして、１０ページ歳出、前年度と比較しまして、２款後期高齢者医療広域

連合納付金が１，５５３万４，０００円の増、全体で１，５４６万３，０００円の

増額予算となってございます。 

まず、後期高齢者被保険者数などの傾向についてです。高齢化により後期高齢者

数は増加しており、町人口に占める後期高齢者の割合も、１０年前、平成２３年度

は８．４％でしたが、令和３年１０月現在で１２．７８％まで増加しております。 

令和４年度予算算定に当たり、昨年度からの後期高齢者の増加率を１．０８、２，

５８４人で見込みました。 

また、保険料率は２年置きに改定され、令和４年度は改定年度です。料率につい

ては、被保険者数や１人当たり給付費などから神奈川県の広域連合で試算しており、

算出根拠となる県全体の被保険者数や給付費の総額など、現行よりも増加の数値を

見込んでいる状況です。従いまして、後期高齢者医療事業特別会計予算、歳出のほ

とんどを占める、広域連合への納付金が増加したため、全体予算として１，５４６
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万３，０００円の増額となってございます。 

それでは、後期高齢者医療事業の説明資料１１ページをお開きください。２、歳

入、１款後期高齢者医療保険料、現年分として、広域連合から示された額に、特別

徴収を６５％、普通徴収を３５％と見込んでおります。 

２つ飛びまして、３款繰入金でございます。保険基盤安定繰入金は、低所得者に

係る保険料の減額分、及び被用者保険の被扶養者だった者に係る保険料減額分、こ

ちらを一般会計から繰り入れるもので、県の負担は４分の３、町の負担は４分の１

となってございます。 

その下、一般会計繰入金は、保険料徴収に係る事務費について、一般会計から繰

り入れるものでございます。 

１３ページ、歳出でございます。総務費、一般管理費、保険料徴収に係る事務費、

また、レセプト点検のための会計年度任用職員の報酬等の事務全般に係る経費とな

ってございます。 

その下、２款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。一般会計から繰り入

れた保険基盤の繰入金及び被保険者から徴収した保険料、延滞金相当額等を神奈川

県後期高齢者医療広域連合に納めるものでございます。 

以降は、項目設定等になりますので省略させていただきます。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第１９号 令和４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につい

ての説明を終了します。 

続いて、議案第２０号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての細部説明を担当課長に求めます。 

区画整理担当課長。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

それでは、議案第２０号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計予算について御説明いたします。 

４ページを御覧ください。第１表、歳入歳出予算の歳入でございます。歳入は、

１款国庫支出金、２款繰入金の構成となってございます。 

次ページが歳出でございます。１款総務費、２款事業費、３款予備費の構成とな

ってございます。歳入歳出ともに５億７，９４６万３，０００円となってございま

す。 

９ページを御覧ください。総括といたしまして、本年度５億７，９４６万３，０

００円、前年度の比較としましては、３億４，７４６万３，０００円の増でござい

ます。 

次ページを御覧ください。歳出です。特に、２、事業費でございます。今年度５

億４，９３５万８，０００円、前年度比較で３億４，６６６万円の増と、事業の増

加によるものというところでございます。 
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１１ページをお開きください。歳入です。１款国庫支出金、１項国庫補助金、１

目土地区画整理事業費国庫補助金、補助金でございます。社会資本整備総合交付金

としまして、８，０００万円を計上してございます。前年度比としましては４，７

００万円の増となってございます。 

次のページを御覧ください。歳出です。２款事業費、１項土地区画整理事業費、

１目土地区画整理事業費、１２節の委託料、土地区画整理業務委託、測量調査業務

委託、公共施設設計業務委託、公有地の管理委託としまして、７，９８４万７，０

００円となってございます。 

１６節公有財産購入費としまして、２億４，１６０万円。２１節補償補填及び賠

償金は家屋工作物の移転補償としまして、２億２，５９２万３，０００円を計上し

てございます。いずれも事業の本格化に伴い、事業の増によるものです。 

説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第２０号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特

別会計予算についての説明を終了いたします。 

続いて、議案第２１号 令和４年度開成町水道事業会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

それでは、令和４年度の開成町水道事業会計予算について説明いたします。 

最初に、業務の予定量でございます。給水装置の個数は８，１７０個、年間総給

水量２０６万２，１７０立方メートル、１日平均給水量５，６５０立方メートル、

主な建設改良事業費は９，６２４万９，０００円、収益的収入及び支出の予定額は、

まず収入、水道事業収益２億６，３９６万５，０００円、内訳といたしまして、営

業収益が２億４，２９０万１，０００円、営業外収益が２，１０６万４，０００円、

支出が、水道事業費用２億６，３９６万５，０００円、内訳といたしまして、営業

費用が２億３３６万円、営業外費用が２，４１１万５，０００円、予備費３，６４

７万円、特別損失２万円、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入、資本

的収入４，７０９万円、内訳といたしまして、分担金が８９９万円、負担金が３１

０万円、企業債が３，５００万円、支出といたしまして資本的支出、１億７，０４

９万１，０００円、内訳といたしまして、増設改良費が９，６２４万９，０００円、

企業債償還金が７，１２４万２，０００円、予備費が３００万円。 

続きまして企業債です。企業債の目的、排水施設整備事業といたしまして、限度

額を３，５００万円ほど見込んでおります。 

一時借入金、限度額を２，０００万円と設定をしております。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費、次の経費については、そ

の経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないものとして職員の給与
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費３，３９９万３，０００円を設定しております。棚卸資産の購入限度額は、９７

５万９，０００円と定めるものとしております。 

それでは詳細説明をさせていただきます。ファイルページ２３ページをお開きく

ださい。 

令和４年度開成町水道事業会計予算明細書、収益的収入及び支出の収入でござい

ます。水道事業収益の主なものといたしましては、水道使用料といたしまして、水

道使用料収益として８，１００件を見込んでおります。 

前年度比１．７％増となっております。給水工事加入金、受託給水工事加入金と

して１３１件を見込んでおります。その他は記載どおりなっております。 

続きまして、２５ページをお開きください。収益的支出、原水浄水配水及び給水

費といたしまして、こちら水道水の安定供給に資する費用で、原水浄水配水及び給

水に関する経費となっております。水質検査、滅菌装置保守点検、電気設備保安、

給排水管の維持管理、緊急遮断弁点検及び残留塩素系保守点検等を行うものでござ

います。 

続きまして、２７ページをお開きください。その総係費になります。主なものと

いたしまして、テレメータの回線利用による浄水場施設の監視、水道検針業務など

となっております。 

続きまして３１ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入でございま

す。こちらは排水管布設分担金、下水道工事に伴う配水管布設工事２件に係る分担

金となっております。消火栓設置費負担金といたしまして、消火栓更新工事１０か

所に係る負担金となっております。そして企業債という形でございます。 

続きまして３２ページをお開きください。資本的支出になります。資本的支出の

主なものといたしましては、配水施設整備工事費といたしまして、下水道工事に伴

う配水管布設替え、配水管更新、消火栓更新、榎下浄水場配水圧力計更新、駅前公

園非常用飲料貯水槽緊急遮断弁更新等の工事を計上してございます。 

続きまして、１１ページにお戻りください。１１ページ、令和４年度開成町水道

事業を予定キャッシュ・フロー計算書になります。こちらは資金の流れを表したも

のでございます。 

１、営業活動によるキャッシュ・フロー。 

（１）当年度純利益２，７４０万３，２９４円を見込んでおります。 

（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整でございます。小計と

いたしまして、１億６，２６８万４，４９３円。受取利息及び配当金受取額及び支

払利息及び企業債取扱諸費の支払額を加除した結果、営業活動から得た現金預金純

額といたしまして１億４，８２５万８，４９３円となっております。 

２の投資活動によるキャッシュ・フロー。投資活動から得た現金預金純額はマイ

ナスの７，６４８万２，０９４円。 

３の財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動から得た現金預金純額はマイ

ナスの３，６２４万２，０００円。 
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４、現金預金及び現金等価物増加額・減少額３，５５３万４，３９９円。 

５の現金預金及び現金等価物期首残高４億３，５６０万７，４２７円。 

６の現金預金及び現金等価物期首残高４億７，１１４万１，８２６円となってお

ります。 

１２ページ以降につきましては、一般会計に準じました給与明細書、公営企業会

計による財務諸表、注記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。 

説明は以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第２１号 令和４年度開成町水道事業会計予算についての説明を終了

します。 

続いて、議案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算についての細部説

明を担当課長に求めます。 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

それでは、令和４年度開成町下水道事業会計予算について説明いたします。最初

に業務の予定量、排水戸数は５，８５２戸、年間有収水量２１０万９，０８０立方

メートル、１日平均有収水量５，７７８立方メートル。主な建設改良事業費１億２，

２１１万２，０００円、内訳といたしまして、管路建設費１億１，１９４万８，０

００円。流域下水道費１，０１６万４，０００円。 

収益的収入及び支出の予定額でございます。まず収入、下水道事業収益は４億７，

８３３万４，０００円、内訳といたしまして、営業収益が２億５，０９１万７，０

００円。営業外収益が２億２，７４１万７，０００円。 

支出、下水道事業費用４億７，８３３万４，０００円、内訳といたしまして、営

業費用が４億３，４５７万１，０００円、営業外費用が４，０７６万２，０００円、

特別損失といたしまして１，０００円、予備費として３００万円。 

資本的収入及び支出の予定額でございます。収入、資本的収入２億２４６万６，

０００円、内訳といたしまして、負担金２２３万８，０００円、補助金３，５００

万円、出資金９，１６２万７，０００円、企業債７，３６０万円。その他資本的収

入が１，０００円。 

支出、基本的支出３億２，３６８万４，０００円、内訳といたしまして、建設改

良費１億２，２１１万２，０００円。企業債償還金１億９，８５７万２，０００円、

予備費３００万円。 

企業債でございます。起債の目的及び限度額は、公共下水道事業３，８７０万円、

流域下水道事業８９０万円、特別措置分２，６００万円、計７，３６０万円となっ

ております。一時借入金の限度額を１億円と設定しております。議会の議決を経な

ければ流用することができない経費、次の経費についてはその経費の金額をそれ以

外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に利用する場合

は、議会の議決を得なければならないものとして職員の給与費、３，２６２万１，
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０００円を設定しております。他会計からの補助金は、一般会計からこの会計へ補

助を受けるとして１億１，３３７万３，０００円としております。 

それでは詳細説明をさしていただきます。２３ページをお開きください。 

令和４年度開成町下水道事業会計予算明細書、収益的収入及び支出の収入、下水

道事業収益の主なものといたしまして、下水道使用料、下水道使用料収益として５，

８５２件を見込んでおります。前年度比１．５％の増でございます。 

続きまして、２５ページをお開きください。収益的支出。下水道事業費用の主な

ものといたしまして、まず管渠費、下水道施設の維持管理に関する経費、下水道法

に規定された特定事業所の水質検査、下水道管渠の管路調査、マンホールポンプの

保守点検等や、道路工事に伴うマンホールの高さ調整等の工事を行うものでござい

ます。 

流域下水道費、酒匂川流域下水道事業における維持管理費の負担金などを計上し

ております。 

続きまして、３０ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入について

でございます。資本的収入の主なものといたしまして、受益者負担金、それと国庫

補助金、企業債、こういった形の３本となっております。 

続いて３２ページをお開きください。資本的支出の主なものといたしまして、管

路建設費、管渠布設工事４件をはじめといたしまして、酒匂川流域下水道建設費負

担金、企業債償還金などを計上しているものでございます。 

１１ページにお戻りください。令和４年度開成町下水道事業予定キャッシュ・フ

ロー計算書。こちらは資金の流れを表したものでございます。 

１、営業活動によるキャッシュ・フロー。 

（１）当年度純利益。４２６万６，０７４円を見込んでおります。 

（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整。 

小計といたしまして、１億６，２３０万１，８９７円。 

受取利息及び配当金受入額及び支払利息及び企業債取扱諸費の支払額を加除した

結果、営業活動から得た現金預金純額といたしましては、１億３，２７１万９，８

９７円。 

２の投資活動によるキャッシュ・フローでございます。投資活動から得た現金預

金純額といたしまして、１，３０２万８，７２６円。 

３の財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動から得た現金預金純額といた

しまして、マイナスの１億２，４９７万２，０００円。 

４の現金預金及び現金等価物増加額・減少額２，０７７万６，６２３円。 

５、現金預金及び現金等価物期首残高は、９，０７５万８，８９３円。 

６の現金預金及び現金等価物期末残高は１億１，１５３万５，５１６円。 

１２ページ以降は、一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計による財務諸表。

注記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。 

説明は以上でございます。 



－１９３－ 

○議長（吉田敏郎） 

以上で議案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算についての説明を終

了します。 

以上で本日の日程は全て終了しました。 

これにて散会いたします。 

大変お疲れさまでした。 

午後３時１５分散会 


